
ミ
ワ
キ
ハ
チ
ロ
ウ
三
輪
喜
八
罰則

鴎
応
部
笠
附
一

の
人
。
初
め
笠
削
組
の
十
村
と
な
り
、
後
に
中
島
純

一

に
仰
じ
た
が
、
そ
の
間
航
林
を
奨
励
し
、
用
水
協
を
一

間
開
削
す
る
臨
す
の
功
が
少
〈
な
か
っ
た
。
宛
保
三
年
夜
。
一

ミ
ワ
サ
ン
イ
ン
三
輪
三
隠
平
井
屋
七
左
術
門

一

と

m
L、

大
型
寺
の
市
人
で
質
問
を
営
み
、
後
に
間
一

泊
限
治
や
一
栄
と
し
た
。
夙
に
献
泊
に
志
L
、
越
前
の

一

橘
間
町
と
親
交
が
あ
り
お
永
元
年
同
年
計
と
な

一

り
、
明
治
二
年
一
代
士
族
心
得
と
し
て
三
翰
氏
を
裕

一

し
た
。
明
治
四
十
二
年
三
且
夜
、
年
八
十
八

。

一

Z
ワ
ジ
ン
ジ
ヤ
三
輸
神
社
加
到
却
の
式
内
社
一

で
あ
る
。
式
門
等
部
副
砲
に
、『
三
輪
耐
枇
。
式
内

一
一

匹
。
布
、
仙
郷
石
柏
村
銀
峰
。
m
=
石
閉
山
一
土
寸
石
捕
郷
一

七
J
料
惣
枇
。
今
図
(
石
川
梢
-
也
。
』
と
あ
り
、
森

m
一

平
次
の
石
柿
郷
枇
波
川
町
考
に
こ
の
剥
の
こ
と
を
述
べ
一

て
、『
院
長
十

一
年
の
石
浦
七
村
氏
子
辿
則
前
訴
以
に
、

一

同
七
年
三
月
石
油
村
山
正
池
宮
の
邸
を
把
減
す
れ
一

ば
、
民
民
以
前
よ
0
阪
に
山
正
と
抑
制
し
、
佐
古
よ
り
一

の
枇
枕
は
早
〈
失
し
た
る
な
る
べ
L
-
I
K
。
河
北
郡
一

ミ
ヲ
ナ
ガ
ヨ
シ
三
翁
長
好

辺
勝
作
磁
・主
水
・

北
中
係
村
の
山
正
祉
を
ば
式
内
三
輪
前
祉
な
り
と
の
一
志
際
。
初
諒
一
信
。
賂
張
の
入
。
矢
は
次
郎
作
。
低

院
も
あ
れ
ど
、
此
祉
と
て
も
徴
穏
な
L
O
』
と
智
一回
つ
一
は
前
問
利
長
の
乳
母
法
名
妙
窓
o
長
好
八
践
に
し
て

て
、
矢
川
出
り
一
一
一
蛤
制
枇
で
あ
っ
た
如
き
口
吻
で
あ
る

一
利
家
に
荒
子
に
仕
へ

、
刺
長
を
縦
、
利
治
に
大
坂
の

が
、
石
油
山
去
の
三
輪
一
抑
制
た
る
こ
と
は
税
泌
総
武
一
役
に
従
ひ
、
職
七
千
二
百
六
十
石
に
至
。
、
元
和
五

で

な

い

。

年

制

髪

し

て

法

受

と

鋭

し
、
本
総
千
石
を
伺
い
て
廷

ミ
ロ
ーー
ミ
ワ

Z
ロ
ク
イ
ン

禰
勃
院

珠
洲
部
宮
犬
に
在
っ
て
、

員
百
然
に
邸
L
、
協
ヨ
山
と
税
L
て
古
へ
木
郎
寺
の

米
従
の
一
で
あ
っ
た
。
能
資
街
跡
芯
に
、『
訟
披
村
よ

り
不
動
寺
村
に
行
く
に
、
宮
犬
村
と
い
う
て
あ
り
。

関
制
院
と
い
う
て
出
向
寺
あ
り
。
陥
健
介
耐
断
加
に
て
、

鈴
田
市
今
に
在
。
。
』
と
見
え
て
、
そ
の
治
腿
介
は
校
彼

氏
で
あ
る
。
寺
阪
に
制
本
若
色
謝
駒
山u
腕
倣
阻
止
一
米

一
O
僅

・
続
五
四
仰
な
る
が
あ
り
、
餓
れ
末
期
乃
主

室
川
初
期
の
作
と
秘
め
ら
れ
る
。

ミ
ロ
ヲ
カ
ゼ

幅
削
勃
風
沼
地
犯
に
河
北
郡
揃
肋

側
手
村
の
こ
と
を
い
う
て
、
こ
の
地
は
京
に
越
巾
小

阿
川
越
の
v叫
が
あ
。
、
そ
の
谷
深
〈
風
烈
し
い
。
俗
に

之
を
み
ろ
〈
風
と
い
ふ
と
あ
ろ
。

Z
目
安
ジ

瓶
勃
寺

三
代
氏
鈴
元
州
出
入
年
十
二

月
十
六
日
に
『
加
れ
凶
加
到
部
揃
肋
寺
犯
=
子
定
額
↓』

と
あ
り
、
仁
和
一川崎
・二
月
十
六
日
の
僚
に
も
同
じ
こ

と
を
総
せ
る
。
い
づ
れ
が
俗
文
な
る
べ
〈
、
類
提
凶

民
に
は
後
抗
日
を
保
っ
て
ゐ
る
。
今
河
出
川
に
弧
粕
縄

手
が
あ
る。

る
。
こ
の
節
制
山
の
依
置
は
知
れ
な
い。

Z
ワ
カ
ン
ベ

エ

三

縞
勘
兵
衛
初
名
神
仙
沼
小
似

太
。
外
組
矢
三
愉
限
兵
衛
の
致
仕
し
た
問
、
そ
の
配

分
知
百
石
を
受
け
、
三
船
氏
を
口
し
て
小
々
終
に
任

じ
た
が
、
一
苅
和
元
年
目
見
伊
織
の
袈
す
る
や
、
そ
の
後

を
承
け
て
二
百
七
十
石
を
領
し
た
。
然
る
に
こ
の
時

の
知
行
献
に
三
愉
小
加
太
と
招
め
で
あ
っ
た
か
ら
、

誌
に
渡
治
氏
に
復
し
な
か
っ
た
。
江
文
九
年
六
且

夜。

Z
ロ
ク
ド
ウ

摘
勃
堂

臥
奈
川
崎
町
に
在
っ
た
。

能
常
誌
に
、『
河
引
川
の
後
に
泊
。
、
川
紋
に
師
期
制
敬
一

と
い
ふ
あ
り
。
む
か
し
付
能
き
紅
に
て
あ
b
し
と
い

へ
。
。
今
わ
即
日
制
保
食
命
と
し
、
九
Hn
七
日
入
円
河
到

川
に
祭
融
制
あ
り
。

此
宮
森
に
稲
田
開
と
い
ふ
あ
り
。
奇

此
涼
よ
り
禁
酒
漏
出
る
よ
し
。
』
と
記
す
る
。

Z
ロ
ク
ナ
ハ
テ

弧
勅
縄
手
河
出
掛
則
上
庇
に

邸
ず
る
邸
山
柄
。
=
一
代
飢
餓
に
見
え
る
加
利
一
制
定
額
制
刷

物
寺
の
あ
っ
た
所
で
あ
ら
う
。

Z
ロ
ヲ
ヤ
マ

摘
勃
山

源
平
続
表
記
出
永
二
年

に
、
『
一
手
は
縦
訓
小
粥
太
を
大
腕
と
し
て
二
千
俄

物
、
越
巾
同
住
人
針
谷
次
郎
な
山
県
内
者
に
付
ら
れ
て
、

約
ぬ
を
打
廻
b
、
松
永
の
聞
の
は
づ
れ
小
耳
入
を
遜

c、
箆
隠
へ
訂
上
。
、
粥
劫
山
を
引
廻
す
。
』
と
見
え

ミ
ワ
ジ
ン
ジ
ヤ
三
鎗
紳
紅

」
チ
ユ
ウ
ジ
ヨ
ウ

サ
Y

ノ
ウ
ジ
Y
ジ
ヤ
中
保
山
ヨ
耐
問
。

ミ
ワ
生
ダ
ア
キ
ラ
三
輪
允
明

沼
都
隊
兵
街

中
務
。
初
訪
宗
雄
。
七
郎
兵
衛
宗
武
の
養
子
。
資
永

四
年
也
知
三
の
一
を
製
ぎ
、
後
本
職
千
石
を
受
け
、

大
小
持

・
同
禄
郎
よ
り
漸
〈
地
ん
で
御
Mm
組
頭
に
室

。
、
明
和
五
年
致
付
し
て
信
嬰
と
脱
し
た
。

ミ
ワ
チ
プ
ザ
エ
モ
ン
三
鶴
治
部
左
衛

門

三

輸

相
州
富
吉
政
の
三
男
。
株
三
百
石
。

大
坂
持
役
に
従
軍

し
て
、
総
構
内
及
び
三
，
丸
に
て
尚
尚
各
一
つ
を
取

っ
た
。
後
富
山
伎
の
従
臣
と
な
っ
た
。

ミ
ワ
テ
ル
ヒ
ロ
三
鎗
照
覧

沼
紛
勘
兵
衛
。
前

回
兵
部
の
家
老
で
あ
っ
た
が
、
問
中
朋
之
の
門
に
入

っ
て
敏
道
を
観
び
、
傍
ら
法
制
に
迎
じ
、
安
政
二
年

開
山
口
干
明
倫
設
の
凶
肌
千
代
務
と
な
り
、
文
久
元
年
阜
県

主
部
加
入
に
進
ん
だ
。
著
す
所
に
夏
股
同
三
代
田
制

考
・令
鏡
餅
削
賄
が
あ
り
、
明
治
四
年
イ
且
授
。
日
子

年
六
十
三
。

ミ
ワ
テ
ル
ミ
チ
三
輪
田
…
路
辺
都
小
郡
太
。
父

は
照
覧
。
凶
尽
を
能
く
し
、
明
治
五
年
宣
教
諮部鴨
方

出
仕
を
命
ぜ
ら
れ
、
七
年
白
山
出
昨
紳
枇
耐
宜
品
川
少

郁
総
に
斡
じ
、九
年
加
到
凶
第
廿
二
郎
側
提
と
な
り
、

同
年
第
五
大
臣
小
十
庖
戸
長
に

w
v
b
イ
二
年
に
及

ぶ
。
晩
年
間
勉
を
恕
ひ
、
二
十
年
九
且
入
日
五
十
歳

で
授
。
越
同
期
し
て
そ
の
般
を
僻
剤
に
附
せ
し
め
た
。

民
家
の
人
に
し
て
僻
制
せ
ら
れ
し
も
の
れ
に
照
時
に

初
る
。

八
三
六

老
俸
と
し
た
が
、
江
氷
七
年
八
n
m
七
十
俄
を
以
て

問
問
。
法
名
日
好
。
之
を
日
前
に
作
る
も
の
は
円
お
の

献
で
あ
る
。

ミ
ワ
ム
ネ
ト
モ
三
諸
宗
供

辺
都
六
-ホ一。

観
兵

衛
音
次
の
間
子
で
、
配
分
知
二
百
石
を
領
L
、
御町内

廻
組
に
斑
L
、
抑制
制
摩
行
・奥
小
川
肘
杭
日
に
Mm
任

L
、

鈴
永
七
年
六
十
訟
を
り
て
波
し
た
。

ミ
ワ
ヤ
マ

三
輪
山

l
ミ
ノ
ワ
ヤ
マ
三
給
山
。

ミ
ワ
ヨ
シ
ツ
グ
三
輪
士ロ次

迎
冊
制
限
兵
衛
o
m

宮
古
口
政
の
子
。
悶
治
二
年
定
番
聞
を
命
ぜ
ら
れ
、
御

先
手
物
聞
か
ら
般
的
し
た
。
見
文
六
年
間
担
。

ミ
ワ
ヨ
シ
ト

Z

三
輪
吉
宮
泊
解
剖
捌
七
郎
。
隊

兵
衛
吉
宗
の
子
。
天
正
五
年
俸
二
百
八
十
一
泊
依
を
受

け
、
十
八
年
六
且
サ
三
日
武
州
入
王
子
の
叫
に
職
死

し
た
。ミ

ワ
ヨ
シ
ノ
ブ
三
輪
吉
信
泊
勝
中
山
水
。
初
開

之
次
。
長
好
の
子
。
別
刷
利
長
に
仕
へ
て
千
石
を
食

み
、
良
好
告
老
の
後
敏
一
i
t--布
を
閉
山
ぎ
、
知
左
門
の

夜
後
亦
そ
の
千
石
を
併
せ
、通
じ
て
七
千
石
を
E
Z
け
、

足
鶴
一肌
と
な
り
、
大
坂
の
一件
役
に
敵
尚
を
従
、
犯
永

入
年
光
前
の
仰
と
な
っ
て
老
隠
に
列
L
、
十

一
年
江

戸
に
奴
し
た
。

ミ
ワ
ヨ
シ
マ
サ
=
一輪
吉
政

沼
m
m
包
。
れ
は

三
輪
長
好
の
二
子
で
、
吉
宗
の
邸
拍
子
と
な
り
、
育
宗

の
鮪
子
吉
…
仙
の
女
を
配
と
し
た
も
の
。
初
め
前
m
利

良
に
仕
へ
て
級
三
百
石
を
受
け
、
大
山
守
の
役
に
功

が
あ
り
、
医
長
十
八
年
吉
宗
の
泡
老
す
る
に
及
び
、

そ
の
総
を
併
せ
て
千
六
百
間
十
二
石
一
官
斗
を
制
し
、

交
の
騒
を
裂
い
で
能
程
前
日
に
居
。
、
十
九
年
十
且

波
し
た
。

εワ
ヨ
シ
ム
ネ
三
縞
吉
宗

大
和
の
人
。
際
兵

衛
と
都
し
た
。
初
め
越
前
の
籾
れ
滋
却
に
品
川
へ
た
が
、

天
正
近
年
越
前
府
中
に
於
い
て
前
m
利
家
に
代
へ
、


